
区分 番　号 件　　　　名 概　　　　要 審査した委員会 9 7 3 2 1
 〔議員発案〕

意
見
書

議員発案
第1号

緊急事態に関する国会審議を
求める意見書の提出について

緊急時における憲法の在り方について、国会において建設的かつ広
範な議論を促進するとともに、国民的議論を喚起するよう要望する
意見書を提出するもの
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総
務大臣、法務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、防衛大臣、防災担
当大臣

※ ○ × ○ × 原案
可決

そ
の
他

議員発案
第2号 特別委員会の設置について

市議会に「議員定数調査特別委員会」を設置するもの
定数：22人
審査内容：本市議会議員の定数に関する調査・研究

　 ○ × × × × 否決

意
見
書

議員発案
第3号

物価上昇に見合う老齢基礎年
金等の支給額改善と年金の毎
月支給を求める意見書の提出
について

老齢基礎年金等の支給額を改善し、年金の支給を隔月から毎月に変
更するよう要望する意見書を提出するもの
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労
働大臣

○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

 〔請　　願〕　

請
願

請願
第8号

刑事訴訟法の再審規定（再審
法）の改正を求める請願

再審における検察の手持ち証拠の全面開示、再審開始決定に対する
検察の不服申し立て（上訴）の禁止および公正な再審手続きの整備
を要望する意見書の提出を求めるもの

総務文教常任委員会 × × ○ × ○ 不
採択

請願
第9号

物価上昇に見合う老齢基礎年金
等の支給額改善を求める請願

老齢基礎年金等の支給額を改善し、年金の支給を隔月から毎月に変
更するよう要望する意見書の提出を求めるもの 市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ 採択

議　案　賛　否　一　覧 ○ :議案に対して賛成　×: 議案に対して反対

無

所

属

公
明
党
議
員
団

日
本
共
産
党
議
員
団

自
由
ク
ラ
ブ

清

風

会

会　  　派　　 名
(下段は所属議員数）

議　　　　案

議

決

結

果

※西川重則議員、山田富義議員、岡田竜一議員、馬場博文議員、白鳥賢議員、岡本康佑議員、西村邦明議員は賛成
　酒井健議員、竹山嘉一議員は退席

三
条
市
槻
の
森
斎
苑
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て

議
第

10
号

12月定例会では
3会派が
大綱質疑を
行いました。

 Check!

専
決
処
分
報
告
に
つ
い
て

（
令
和
5
年
度
三
条
市
一
般

会
計
補
正
予
算
）

三
条
市
職
員
定
数
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第

1
号

三
条
鍛
冶
道
場
の
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

議
第

11
号

消
防
職
員
の
前
倒
し
採
用
は
何
人
の
想

定
か
伺
う
。

定
数
1
5
2
人
に
対
し
、最
大
で

1
6
5
人
程
度
を
見
込
ん
で
い
る
。

Q

令
和
5
年
度
三
条
市

一
般
会
計
補
正
予
算

議
第

19
号

三
条
鍛
冶
道
場
に
つ
い
て
は
、指
定
管
理

者
制
度
の
導
入
以
来
、鍛
冶
業
界
全
体
の

発
展
の
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
団
体
を
非
公
募
で

指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
し
て
い
た
と
思
う

が
、こ
の
た
び
は
公
募
に
よ
る
選
定
を
行
っ
た
。

　

公
募
に
よ
る
選
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
経

緯
、ま
た
考
え
方
に
つ
い
て
伺
う
。

現
在
の
三
条
鍛
冶
道
場
の
指
定
管
理
者

で
あ
る
越
後
三
条
鍛
冶
集
団
の
積
極
的

な
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、同
施
設
の
各
種
も
の

づ
く
り
体
験
は
利
用
者
に
高
く
評
価
さ
れ
て

い
る
。

　

そ
の
上
で
、市
と
し
て
は
同
施
設
の
目
的
で

あ
る
後
継
者
の
養
成
や
鍛
冶
に
関
す
る
情
報

発
信
な
ど
に
こ
れ
ま
で
以
上
に
注
力
し
て
も

ら
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
が
、同
団
体
は
高

齢
化
な
ど
を
理
由
に
、そ
う
し
た
期
待
に
応
え

る
こ
と
が
難
し
い
と
し
て
、指
定
管
理
者
へ
の

申
請
を
見
送
っ
た
。

　
こ
う
し
た
経
緯
で
、公
募
に
よ
る
指
定
管
理

者
の
選
定
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

Q

ふ
る
さ
と
三
条
応
援
寄
附
金
の
今
年
度

の
状
況
と
目
標
額
35
億
円
へ
の
見
解
を

伺
う
。11

月
末
で
約
26
億
円
、昨
年
同
時
期
の

1・
04
倍
。今
後
の
予
測
は
困
難
。

Q

そ
の
被
害
に
対
し
て
今
回
の
補
正
予
算
の

枠
で
足
り
る
の
か
。追
加
な
ど
の
必
要
が

な
い
の
か
。

今
回
の
支
援
金
は
、市
の
財
政
負
担
も
勘

案
し
た
上
で
、想
定
被
害
額
を
念
頭
に
置

き
つ
つ
も
、そ
れ
を
支
援
額
の
基
準
と
は
せ
ず
、

栽
培
面
積
当
た
り
の
支
援
と
し
た
も
の
。

Q

議
案
等
に
対
し
て
意
見
を
主
張
し
ま
す
。

TOU

RON

日
本
共
産
党

議
員
団

請
願
第
8
号
　
刑
事
訴
訟
法
の
再
審

規
定（
再
審
法
）の
改
正
を
求
め
る
請

願【
賛
成
】

　

無
実
の
冤え

ん
ざ
い罪

被
害
者
を
救
済
す
る
手
段
は

再
審
し
か
な
い
。し
か
し
、現
行
の
刑
事
訴
訟

法
の
再
審
に
関
す
る
規
定
は
大
正
時
代
の
旧

刑
事
訴
訟
法
の
ま
ま
。弁
護
士
で
元
裁
判
官

の
木
谷
明
氏
は
、「
集
め
た
証
拠
を
検
察
官
が

独
り
占
め
に
し
て
請
求
人
に
見
せ
な
く
て
も

よ
い
現
行
法
の
下
で
は
、そ
の
中
に
請
求
人

に
有
利
な
証
拠
が
含
ま
れ
て
い
て
も
、冤
罪

者
は
救
済
さ
れ
な
い
」「
再
審
開
始
決
定
が
出

さ
れ
て
も
、検
察
官
が
不
服
を
申
し
立
て
さ

え
す
れ
ば
、そ
れ
だ
け
で
救
済
は
さ
ら
に
遅
れ

る
。検
察
官
の
不
服
申
し
立
て
は
、冤
罪
の
早

期
救
済
の
観
点
か
ら
禁
止
さ
れ
て
当
然
」「
再

審
事
件
を
審
理
す
る
裁
判
所
が
ど
う
い
う
手

続
き
で
審
理
す
べ
き
か
の
規
定
が
事
実
上
な

い
」と
述
べ
て
い
る
。

三
条
市
立
児
童
館
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第

5
号

大
崎
児
童
館
が
直
営
と
な
る
経
過
を

伺
う
。

指
定
管
理
者
が
更
新
を
辞
退
し
た
た

め
、直
営
と
な
る
大
崎
児
童
ク
ラ
ブ
と
一

体
的
に
直
営
で
管
理
す
る
こ
と
が
適
切
と
判

断
し
た
。

大
型
モ
ニ
タ
ー
1
5
5
台
の
取
得
だ

が
、
9
月
補
正
予
算
で
は
1
5
0
台

だ
っ
た
。
増
え
た
理
由
は
何
か
。

配
置
を
再
検
討
し
た
と
こ
ろ
5
台
の
追

Q

Q

三
条
市
公
民
館
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第

6
号

廃
止
と
な
る
本
成
寺
公
民
館
月
岡
分
館

の
利
用
率
と
利
用
者
、
地
域
の
人
へ
の

説
明
、
了
解
に
つ
い
て
伺
う
。

平
成
28
年
度
か
ら
令
和
4
年
度
ま
で
の

Q

文
化
芸
術
ギ
ャ
ラ
リ
ー
設
置
の
経
過
と

目
的
を
問
う
。

市
民
ニ
ー
ズ
を
捉
え
、美
術
・
文
化
作
品

な
ど
、創
作
活
動
の
発
表
・
鑑
賞
の
場
の

拠
点
と
し
て
設
置
。

Q

5
年
前
に
続
き
県
外
業
者
が
指
定
管
理

者
と
な
る
。指
定
管
理
者
選
定
に
当
た

り
、応
募
は
何
団
体
あ
っ
た
の
か
。

公
募
に
対
し
、現
在
の
指
定
管
理
者
を

含
め
3
団
体
が
応
募
し
た
。

Q

広
島
県
の
業
者
だ
が
、新
潟
県
内
に
営

業
所
な
ど
が
あ
る
の
か
。業
務
運
営
は

大
丈
夫
な
の
か
。

株
式
会
社
日
本
斎
苑
は
、現
在
新
潟
県

内
に
営
業
所
が
な
い
。指
定
管
理
者
の
指

定
を
受
け
た
後
、三
条
市
内
に
営
業
所
を
設

置
し
、業
務
を
遂
行
す
る
予
定
だ
。

Q

動
産
の
取
得
に
つ
い
て

議
第

18
号

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
に

よ
る
健
康
被
害
認
定
の
状
況
を
伺
う
。

国
の
審
査
で
認
定
5
件
、結
果
待
ち
2

件
、手
続
き
中
2
件
。死
亡
が
1
人
。今
後

も
認
定
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。

Q報
第

1
号

三
条
市
歴
史
民
俗
産
業
資

料
館
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

議
第

7
号

な
ぜ
支
援
金
の
決
定
が
遅
れ
た
の
か
伺
う
。

9
月
議
会
以
降
に
被
害
状
況
が
判
明
。国

の
対
応
、農
業
者
の
声
を
総
合
的
に
判
断

し
て
決
定
。

Q

高
温
の
影
響
に
よ
る
被
害
状
況
に
つ
い

て
全
体
の
把
握
が
で
き
て
い
る
の
か
。

品
種
別
の
収
量
や
直
接
販
売
分
の
デ
ー
タ

等
を
正
確
に
つ
か
む
こ
と
は
難
し
い
。主
食

Q

利
用
率
は
5
％
か
ら
7
％
で
、
利
用
団
体
、
地

元
自
治
会
の
了
解
は
得
て
い
る
。
地
域
の
人
へ

は
本
成
寺
公
民
館
だ
よ
り
等
で
周
知
す
る
。

加
が
必
要
と
な
り
、
補
正
予
算
の
範
囲
内
で

あ
っ
た
た
め
追
加
し
た
。

用
米
、果
物
、酪
農
は
、昨
年
と
の
比
較
で
被
害

額
を
試
算
し
た
。野
菜
は
、全
体
像
を
把
握
す
る

こ
と
が
困
難
な
た
め
、被
害
額
を
試
算
し
て
い

な
い
。

45


